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手話通訳 要約筆記 予約保育あり／月初は7月1日㈪から申し込み開始／FAXでの問い合わせは、広報課FAX2994-0706へ（市外局番は04）

対
49
歳
以
下
の
方
（
学
生
除
く
）

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

　
①
全
て
の
方
…
免
除
申
請
書
、
本
人
確

認
書
類
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
か
基
礎
年
金
番

号
が
分
か
る
も
の
②
失
業
の
た
め
申
請
す

る
方
…
①
に
加
え
、
雇
用
保
険
被
保
険
者

離
職
票
か
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
な
ど

◎
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
、
代
理
人

の
本
人
確
認
書
類
、
委
任
状
も
必
要
で
す
。

留�

意
事
項
　
▼
申
請
は
原
則
毎
年
必
要

（
７
月
が
更
新
時
期
）
▼
時
効
を
迎
え

て
い
な
い
期
間
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請

可
能
▼
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
（
並
木

を
除
く
）
で
も
申
請
が
可

能
▼
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か

ら
も
手
続
き
が
可
能

申
問
市
役
所
１
階
市
民
課
（
国
民
年
金
担

当
）
☎
２
９
９
８
‐
９
０
９
５
、
所
沢

年
金
事
務
所
☎
２
９
９
８
‐
０
１
７
０

に
直
接

国
民
健
康
保
険
の
統
一
化
に
向
け
て

埼
玉
県
国
保
運
営
方

針
に
基
づ
き
、
令
和
９

年
度
ま
で
に
県
内
市
町

村
の
国
保
税
の
賦
課
方

式
を
統
一
し
、
県
が
示

す
市
町
村
ご
と
の
標
準

保
険
税
率
を
採
用
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
本
市
の

国
保
に
お
い
て
も
、
賦
課
方

式
や
税
率
を
見
直
す
必
要
が

生
じ
て
お
り
、
国
保
運
営
協
議
会
に
お
け

る
検
討
が
始
ま
り
ま
し
た
。

◎
詳
細
は
市
HP
（
国
民
健
康
保
険
）
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
の
お
知
ら
せ

◆
介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
郵
送

要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る

方
に
対
し
、
８
月
１
日
㈭
か
ら
適
用
さ
れ

る
負
担
割
合
証
を
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま

す
。
介
護
保
険
被
保
険
者
証

と
一
緒
に
保
管
し
、
介
護
サ

ー
ビ
ス
利
用
時
に
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

　
負
担
割
合
（
１
～
３
割
）
は
前
年
中
の

収
入
に
応
じ
て
決
ま
り
ま
す
。

◎
最
近
転
入
し
た
な
ど
一
部
の
方
は
、
発

◆
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
被
保
険

者
全
員
が
等
し
く
負
担
す
る
「
均
等
割

額
」
と
被
保
険
者
の
前
年
の
所
得
に
応
じ

て
負
担
す
る
「
所
得
割
額
」
の
合
計
額
と

な
り
ま
す
。

均
等
割
額
　
４
５
、
９
３
０
円

所
得
割
率
　
９
・
03
％

◎
詳
細
は
、
７
月
中
旬
に
郵
送
す
る
令
和

６
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決

定
通
知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問�

国
民
健
康
保
険
課
後
期
高
齢
者
医
療
担

当
☎
２
９
９
８
‐
９
２
１
８

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
一
斉
更
新

　
８
月
１
日
㈭
か
ら
使
え
る
新
し
い
保

険
証
（
桃
色
）
を
加
入

世
帯
の
世
帯
主
宛
て
に

簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま

す
。
７
月
末
で
有
効
期

限
を
迎
え
る
現
在
の
保

険
証
（
灰
色
）
は
、
期

限
後
に
裁
断
し
て
処
分

す
る
か
、
市
役
所
１
階
国
民
健
康
保
険
課

ま
た
は
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
（
並
木
除

く
）
に
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

問�
国
民
健
康
保
険
課

☎
２
９
９
８
‐
９
１
３
１

国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
を
郵
送

　
７
月
中
旬
に
世
帯
主
（
納
税
義
務
者
）

宛
て
に
郵
送
し
ま
す
。
期
限
ま
で
に
納
め

て
く
だ
さ
い
。

問�

国
民
健
康
保
険
課

☎
２
９
９
８
‐
９
１
３
１

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
猶
予

経
済
的
な
理
由
や
災
害
な
ど
に
よ
り
保

険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
、
申
請
に
よ

り
保
険
料
が
免
除
・
猶
予
さ
れ
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。

◆
保
険
料
免
除
制
度

　
申
請
者
、
配
偶
者
、
世
帯
主
の
前
年
所

得
を
審
査
し
、
保
険
料
を
免
除
（
全
額
～

４
分
の
１
）
し
ま
す
。

対
59
歳
以
下
の
方

◆
納
付
猶
予
制
度

　
申
請
者
と
配
偶
者
の
前
年
所
得
を
審
査

し
、
保
険
料
の
支
払
い
を
猶
予
し
ま
す
。

問�

所
沢
市
管
工
事
業
協
同
組
合
☎
２
９
２

２
‐
６
１
８
５
FAX
２
９
２
２
‐
９
６
１

４市
税
の
納
期
限

　
７
月
31
日
㈬
は
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
（
２
期
）
お
よ
び
国
民
健
康
保
険
税

（
１
期
）
の
納
期
限
で
す
。
期
限
内
に
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

問�

収
税
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
７
３

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

（
保
険
証
）
を
郵
送

　
新
し
い
後
期
高

齢
者
医
療
被
保
険

者
証
（
青
色
）
を

７
月
中
に
簡
易
書

留
で
郵
送
し
ま
す
。

現
在
お
使
い
の
保

険
証
（
緑
色
／
有

効
期
限
令
和
６
年

７
月
31
日
）
は
、

破
棄
ま
た
は
国
民

健
康
保
険
課
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
に

返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
低
所
得
者
の
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証

負
担
割
合
が
１
割
の
被
保
険
者
が
住
民

税
非
課
税
世
帯
に
属
し
て
い
る
場
合
、
申

請
に
よ
り
「
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
交
付

し
ま
す
。
医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
同
一

月
で
同
一
医
療
機
関
の
窓
口
で
の
支
払
い

が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
既
に
交
付
済
み
で
引
き
続
き
対
象
の
方

は
自
動
更
新
（
７
月
中
旬
郵
送
）
と
な
り

ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
現
役
並
み
所
得
者
の
限
度
額
適
用
認
定

証負
担
割
合
が
３
割
で
、
世
帯
内
の
被
保

険
者
の
住
民
税
課
税
所
得
が
６
９
０
万
円

未
満
の
場
合
、
申
請
に
よ
り
「
後
期
高
齢

者
医
療
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
交
付
し

ま
す
。
医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
同
一
月

で
同
一
医
療
機
関
の
窓
口
で
の
支
払
い
が

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
既
に
交
付
済
み
で
引
き
続
き
対
象
の
方

は
自
動
更
新
（
７
月
中
旬
郵
送
）
と
な
り

ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

毎
月
第
２
・
４
土
曜
午
前
は
休
日
開
庁

　
一
部
の
業
務
を
行
い
ま
す
。
詳
細
は
市

HP
（
休
日
開
庁
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日�

７
月
13
日
㈯
・
27
日
㈯
午
前
８
時
30
分

～
午
後
０
時
30
分

場�

市
役
所
１
・
２
階
、
ま
ち

づ
く
り
セ
ン
タ
ー
（
並
木

除
く
）、
上
下
水
道
局
庁

舎
問�

経
営
企
画
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
２
７
、

上
下
水
道
お
客
様
セ
ン
タ
ー
☎
２
９
２

１
‐
１
０
８
０

７
月
の
休
日
漏
水
修
繕
当
番
店

　
24
時
間
受
付
し
て
い
ま
す
。
当
番
店
に

直
接
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

日 当番店 電話番号
6日㈯ ㈱小松屋管器 2922-3836
7日㈰ ㈲北田住設工業 2942-0020
13日㈯ ㈱あざま管工機械 2942-3771
14日㈰ ㈲兼六工業 2922-1877
15日㈷ ㈲中村水道工事店 2992-0981
20日㈯ ㈲平塚設備工業 2923-5778
21日㈰ ㈱小松屋管器 2922-3836
27日㈯ ㈲本田技管 2948-1300
28日㈰ ㈱協立管工 2948-5515

送
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
介
護
保
険
料
決
定
通
知
書
を
郵
送

65
歳
以
上
の
方
（
第
１
号
被
保
険
者
）

の
令
和
６
年
度
の
介
護
保
険
料
を
決
定
し
、

７
月
上
旬
に
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す
。
詳

細
は
同
封
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問�

介
護
保
険
課
☎
２
９
９
８
‐
９
４
２
０

農
地
利
用
状
況
調
査
（
農
地
パ
ト
ロ
ー

ル
）
を
実
施

農
地
の
遊
休
化
ま
た
は
遊
休
化
の
お
そ

れ
が
な
い
か
確
認
す
る
た
め
に
、
調
査
を

実
施
し
ま
す
。
期
間
中
は
農
地
に
立
ち
入

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。
雑
草
が
茂
る
な
ど
管

理
が
不
十
分
な
農
地
は
、
近
隣
へ
の
雑
草

被
害
や
病
害
虫
の
発
生
原
因
に
な
り
ま
す
。

日
頃
か
ら
農
地
の
適
正
な
管
理
を
お
願
い

し
ま
す
。

日�

７
月
26
日
㈮
～
８
月
９
日
㈮

問�

農
業
委
員
会
事
務
局

☎
２
９
９
８
‐
９
２
６
４

交
通
遺
児
の
進
学
を
支
援
し
ま
す

高
等
学
校
・
大
学
な
ど
に
進
学
・
在
学

す
る
交
通
遺
児
を
対
象
に
、
無
利
子
で
奨

学
金
を
貸
与
し
て
い
ま
す
（
最
長
20
年
で

返
還
）
。

内
▼
奨
学
金
…
月
額
２
～
10
万
円
▼
入
学

一
時
金
貸
与
…
20
～
80
万
円
（
年
１
回

限
り
）

問�

公
益

財
団
交
通
遺
児
育
英
会

☎
０
１
２
０
‐
５
２
１
‐
２
８
６

個
別
避
難
計
画
の
作
成
書
類
を
送
付

避
難
の
支
援
者
や
避

難
先
、
避
難
時
の
特
記

事
項
な
ど
を
明
確
に
す

る
「
個
別
避
難
計
画
」

の
作
成
が
必
要
で
す
。

対
象
の
方
へ
７
月
末
ま

で
に
通
知
を
送
付
し
ま

す
。

◎
詳
細
は
市
HP
（
個
別
避
難
計
画
）
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
避
難
行
動
要
支
援
者
の
う

ち
、
平
常
時
か
ら
避
難
支

援
等
関
係
者
へ
の
個
人
情

報
の
提
供
に
同
意
し
て
い

る
方

問�

危
機
管
理
室
☎
２
９
９
８
‐
９
３
９
９

市長タウンミーティング市長タウンミーティング

　市長が皆さ　市長が皆さままからのからのご意見やご意見や思いなどを思いなどを伺う伺う場、場、
第９回「市長タウンミーティング」第９回「市長タウンミーティング」をを開催します。開催します。
　「市長に思いを伝えたい」「市長に提案したい」皆　「市長に思いを伝えたい」「市長に提案したい」皆
ささままののごご参加をお待ちして参加をお待ちしています。います。

日 7 月 20日㈯午前 10時〜 11時 30分7月 20日㈯午前 10時〜 11時 30分
　（午前 9時 30分開場）　（午前 9時 30分開場）
場市役所 8階大会議室市役所 8階大会議室
対市内在住・在勤・在学の方市内在住・在勤・在学の方
問市民相談課☎ 2998-9092市民相談課☎ 2998-9092 FAX 2998-90412998-9041

▲▲詳細は市詳細は市HPをを
ご覧ください。ご覧ください。

ご意見・ご提案お待ちしています！ご意見・ご提案お待ちしています！

▶▶会場に直接お越しください。会場に直接お越しください。
▶�▶�会場が満員になった場合、お入り会場が満員になった場合、お入り
いただけないことがあります。いただけないことがあります。

▶�▶�お子様の一時預かりがありますお子様の一時預かりがあります
（定員に達した場合はお断りする（定員に達した場合はお断りする
ことがあります）。ことがあります）。

�▶��▶�会場へは公共交通機関をご利用く会場へは公共交通機関をご利用く
ださい。ださい。

◆テーマ：文化・芸術

　
掲
載
情
報
は
6
月
20
日
時
点
の

も
の
で
す
。
内
容
変
更
の
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
市
HP
や

各
問
い
合
わ
せ
先
で
最
新

情
報
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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